
・支援を必要とする中小企業者等は多数あり、設備投資を促し賃上げにつなげていくためには、十分な予算と一定の期間を確保することが必要
・生産性革命推進事業は予算化に際し、国庫債務負担行為により複数年度にわたる切れ目ない事業実施がされており、事業者にとって十分な準備の上、都合のよ
　いタイミングで申請・事業実施することが可能となっている。
・事業再構築促進事業は、これまで補正予算により措置されてきたのみであり、中長期的な支援制度となっていない。

　　　　　「事業再構築促進事業」の複数年度化への対応（国庫債務負担行為）による切れ目ない支援の実施

地方の中小企業者等があまねく賃上げを実現できる支援施策の充実・強化

事業名 事業概要 これまでの予算措置

事業再構築促進事業
（事業再構築補助金）

・令和２年第３次補正予算で事業化、以後も補正や予備費により継続
・コロナや原油高騰の影響により売上高が減少した事業者等の事業再構築に伴う設備投資を補助
・売上高減少要件に代わり賃上げ要件が設定されるなど、制度見直しが図られている。
＜賃上げ加算＞成長枠（最大７千万円）、グリーン成長枠（最大１億円）において、
       大規模賃上げ達成で補助率引き上げ(中小1/2→2/3)＆補助上限に３千万円上乗せ

・令和２年度第３次補正予算（1兆1,485億円）
・令和３年度補正予算（6,123億円）
・令和４年度予備費（1,000億円）
・令和４年度第２次補正予算（5,800億円）
 繰越明許により令和５年度中に３回程度公募予定

生産性革命推進事業
①ものづくり補助金
②持続化補助金
③IT導入補助金
④事業承継・引継ぎ補助金
 

・令和元年補正でそれまで別々だった事業を集約し、切れ目ない支援として事業化（令和４年度
補正から国庫債務負担行為）
・人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり、
相次ぐ制度変更に柔軟に対応するため、中小企業・小規模事業者の制度変更への対応や生産性向
上の取組を継続的に支援
＜賃上げ加算＞ものづくり補助金において、大規模賃上げ達成(給与支給総額が年率６％増加等) 
       で補助上限に100～１千万円上乗せ

・令和元年度補正予算（3,600億円）
・令和２年度補正予算（4,000億円）
 （第１次～３次累計）
・令和３年度補正予算（2,001億円）
・令和４年度第２次補正予算（4,000億円、債務負担含む）
 国庫債務負担により令和６年度まで公募予定（年4回程度）

現状・課題

高知県

1. 政府横断的な転嫁対策の枠組みの創設 (内閣官房)
2. 価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化
（1）価格転嫁円滑化スキームの創設 (公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁) 
（2）独占禁止法の適用の明確化 (公正取引委員会) 
（3）独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査及び法執行の強化(公正取引委員会・事業所

管省庁) 
（4）下請代金法上の「買いたたき」に対する対応 (公正取引委員会・中小企業庁) 
（5）下請中小企業振興法に基づく対応 (中小企業庁) 
（6）取引適正化のための業種別ガイドラインの拡大 (中小企業庁・事業所管省庁) 
3. 労働基準監督機関における対応 (厚生労働省) 
（1）最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備
（2）労働基準監督署からの通報制度の拡充 

4. 公共調達における労務費等の上昇への対応 (デジタル庁,経済産業省,厚生労働省等)
5. 公共工事品質確保法等に基づく対応の強化 (国土交通省) 
（１）公共工事品質確保法等の趣旨の徹底
（２）貨物自動車運送事業法、内航海運業法に基づく対応の強化
6. 景品表示法上の対応 (消費者庁) 
7. 大企業とｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟとの取引に関する調査の実施と厳正な対処 (公正取引委員会) 
8. パートナーシップ構築宣言の拡大・実効性強化
（1）宣言企業の取組の見える化 (中小企業庁) 
（2）宣言企業の申請に対する補助金における加点 (経済産業省等) 
（3）コーポレートガバナンスに関するガイドラインへの位置付け (経済産業省) 
9. 関係機関の体制強化 
10.今後の検討課題

転嫁円滑化施策パッケージ（R3.12.27～）

　　　　　「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」の着実な推進提言内容①

提言内容②

地方の中小企業者等があまねく賃上げを実現できる環境の整備


